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第 1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して 30 日間縦覧に供し

た。 

(1) 公告の日 

令和元年 6月 25 日（火） 

(2) 公告の方法 

令和元年 6月 25 日（火）付の日刊新聞紙「高知新聞（朝刊）」に掲載した。（別紙 1参照） 

また、下記において電子縦覧を実施した。なお、住民説明会の開催についても合わせて公告

を行った。 

・電源開発株式会社 ホームページに令和元年 6月 25日（火）より掲載（別紙 2参照） 

http://www.jpower.co.jp/sustainability/environment/assessment/wind.html 

※高知県、南国市、土佐町、本山町、大豊町のホームページにも方法書の縦覧に係るお知

らせを掲載した。 

(3) 縦覧場所 

関係地域を対象に以下に示す 7箇所にて縦覧を実施した（参考資料参照）。また、電源開発株

式会社のホームページにおいて、インターネットの利用により電子縦覧を行った。 

・高知県庁 林業振興･環境部環境共生課 

・南国市役所 環境課 

・香美市役所 環境上下水道課 

・香美市役所 繁藤出張所 

・土佐町役場 1階ロビー 

・本山町役場 政策企画課 

・大豊町役場 プロジェクト推進室 

(4) 縦覧期間 

縦覧期間は以下のとおりとした。 

・縦覧期間：令和元年 6月 25日（火）から令和元年 7月 25日（木）まで 

（土日、祝日を除く） 

・縦覧時間：各所の開庁時間に準じた。なお、電子縦覧は終日アクセス可能な状態とした。 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数は 5名であった。 
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法の一部を改正する法律」（平成 23年法律第 27号）第 7条の 2の規定に基づき、

方法書の記載事項を周知するための説明会を以下のとおり開催した。 

 

開催日時 開催場所 参加者数 

令和元年 7月 10 日（水） 

19 時～20時 30分 
土佐町 松ヶ丘コミュニティセンター 8名 

令和元年 7月 11 日（木） 

19 時～20時 30分 
本山町 プラチナセンター 11名 

令和元年 7月 12 日（金） 

19 時～20時 30分 
大豊町 天坪公民館 4名 

令和元年 7月 13 日（土） 

19 時～20時 30分 
香美市 繁藤地区コミュニティセンター 16名 

 

3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提出

を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

令和元年 6月 25 日（火）から令和元年 8月 8日（木）まで 

（郵送の受付は、当日消印有効とした。） 

     

(2) 意見書の提出方法 

方法書に対する環境の保全の見地からの意見は、以下の方法により受け付けた（別紙 3参照） 

①電源開発株式会社への書面の郵送 

②方法書縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

③住民説明会会場での提出 

 

(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 6通であった。 
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第 2章 環境影響評価方法書の環境の保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出により述べられ

た環境の保全の見地からの意見は 6通 51件であった。 

「環境影響評価法」第 9 条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく、方法書につ

いての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、次のとおりである。 

 

環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と当社の見解 

№ 一般の意見の概要 事業者見解 

【工事等に関する事項】 

1 [理由] 

土砂災害が発生する理由の 1 つに、土中の通気透水

性の低下があると思います。そして、近年通気透水性の

低下を引き起こす大きな原因が、道路に面した山の斜

面におけるコンクリート擁壁や、路肩におけるコンク

リート製の U 字溝だと言われています。コンクリート

擁壁には一定間隔で塩ビパイプを使用した排水機構が

設けられていますが、これらは大半が目詰まりしてし

まって機能しなくなってしまっており、最終的にはコ

ンクリート擁壁が土砂と水の重みに耐えられなくな

り、決壊してしまうのです。（手付かずの自然環境下で

も、通気透水性の低い場所はいずれ土砂崩れを起こし、

通気透水性を回復させます。なので、当たり前と言えば

当たり前の現象です。） 

また、通気透水性が低下した土壌では、土中の酸素が

不足してグライ土壌（排水性が低い）を形成します。そ

して、その層は山の上部へと伸長し、いずれ山の斜面全

体へと広がっていきます。グライ土壌は通気透水性が

低く、さらに植物はこの層を嫌うため、樹勢が衰えると

ともに根が浅い所にしか広がらなくなります。これら

の影響により、ますます土砂災害のリスクが高まるの

です。 

そういった背景の中で、今回の事業においては下記

の 2 点に関して土中の通気透水性低下を危惧しており

ます。 

①作業道や土地の造成時に露出した土が、降雨等によ

って流出し、流出した粘土質の粘子が流出先の微細

な通気孔を塞いでしまう。 

②車や重機が土を踏み固めることにより、通気孔が塞

がれてしまう。 

■[内容 1]造成等の施工による一時的な影響に係る水

質の評価手法について、「降雨時 1回」の現地調査を想

定されているが、少量の雨で濁水の評価は難しいため、

具体的な降雨量を明示していただきたいです。（ex.連

続降雨 250mm以上） 

降雨時調査における具体的な降雨量の設定は難しい

ですが、梅雨時期若しくは台風時期でかつ、天気予報を

踏まえ雨量がある程度見込める日を設定します。なお、

今後、準備書段階では、降雨条件は、過去 10年の時間

降雨量を基に設定し、水質（濁水）の予測を行います。 

また、この結果については、準備書段階でご説明させ

ていただくとともに、今後も住民の皆様のご意見を伺う

機会を設けながら、皆様のご意見も反映しながら、また、

事業についてご理解いただけるよう努めてまいります。 

2 ■[内容 2]地形改変及び施設の存在に係る地質の評価

をお願いしたいです。具体的には、風力発電機を設置

する周辺の土壌層の評価（断面調査）です。 

 

環境影響評価においては、「発電所に係る環境影響評

価の手引」（平成 31年 3月、経済産業省）に基づき、重

要な地形・地質を対象としており、対象事業実施区域及

びその周囲には該当する事象が分布しないため、環境影

響評価の項目として選定していません。地質につきまし

て、今後の詳細な設計の段階において、ボーリング調査

等も実施し、造成計画等に反映します。 

3 ■[対策]評価書に記載されていたように、残土の緑化

は有効だと思います。仮設の沈砂池も効果があると

思います。土砂流出防止柵も良いと思います。 

 その他、下記の方法が有効だと考えています。 

今後の詳細な事業計画の立案にあたっては、今後の環

境影響評価における調査及び予測結果や、開発に当たっ

て必要な法規制等に準拠し、検討を進めます。また、本

事業による影響のできる限りの回避・低減を図るための
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№ 一般の意見の概要 事業者見解 

 ・道（作業道）作りは、四万十式を用いる。 

 ・コンクリート基礎の周囲に、深さ 30cm程度の横溝

と、2m間隔で深さ 1m程の縦穴を掘る。横溝には竹

炭を敷き、その上に剪定した木の枝葉を敷き込み

ます。縦穴には、底に竹炭を敷き、竹筒（節を抜い

たもの）を数本挿し込み、その周囲に枝葉を詰め込

みます。これらの造作により、目詰まりを起こしに

くい通気孔が形成され、土中環境が改善されます。

（グライ土壌も消失します） 

環境保全措置については、いただきましたご意見も参考

にさせていただきながら、検討を行います。 

また、これらの検討結果については、準備書段階でご

説明させていただくとともに、今後も住民の皆様のご意

見を伺う機会を設けながら、皆様のご意見も反映しなが

ら、また、事業についてご理解いただけるよう努めてま

いります。 

4 

 

■動植物の観点から、開発が行われないことが最善だ

と考えており、今一度、本当に発電所が必要なのかの

説明が欲しいです。もし開発が行われるのであれば、

上記の対策案を考慮いただきたいですし、一連の開発

の中で、除草剤やプラスチック製品を使うことも出来

る限り控えていただきたいです。（マイクロプラスチッ

クの問題） 

本事業は、国の政策、高知県の取組みに即する形で、

当該地域の資源である風力を活用したクリーンエネル

ギーを供給することにより地球温暖化対策の一助とし

て地球環境保全に貢献するとともに、地元自治体の活性

化に寄与することを目的として、実施を考えています。 

詳細な事業計画は、今後の環境影響評価における調査

及び評価結果や、風況調査、測量結果、土木施工性検討

結果等を踏まえて、検討を進めます。検討に際しては、

いただきましたご意見も参考にさせていただきながら、

改変面積の最小化を図るなど、影響の回避又は極力低減

に努めます。また、工事等に際しては、除草剤やプラス

チック製品の使用についてもできる限り控えるよう努

めたいと考えています。 

5 ■水量の件、今回の風力発電については、地域のために

なるのであれば反対できないかもしれないが、私の牧

場の水源地が 1ｋｍ離れた場所で沢の上流から取水し

ている以上(現状、他の場所で取水できない)渇水期に

なり牛の飲み水が足らなくなれば、牧場を廃業するし

かなくなります。より深い考慮をお願いします。風力発

電事業環境影響評価方法書の説明文書の項目の中には

水量がないのは間違ってないか。水量を検査するのは 3

～5 年のスパンで調査する必要があると思われるので

すぐにでもスタートしてください。 

 

ご意見をいただきました水量に関するご不安等につ

きましては、真摯に受け止め、今後の事業計画の検討を

進める必要があると認識しています。 

環境影響評価においては、「発電所に係る環境影響評

価の手引」（平成 31年 3月、経済産業省）に基づき、そ

の項目等を検討しました。風力発電事業は大規模に面的

な開発を行う事業ではないため、事業により改変される

面積は、面開発事業に比べると小さく、下流への水源地

への影響は大きくないと考えていますが、尾根部での造

成に伴う水の濁りについては、今後の方法書以降の現地

調査において、水量、水質の現況を把握し、その結果を

踏まえて、環境保全措置を検討したいと考えています。 

また、これらの結果については、準備書段階でご説明

させていただくとともに、今後も住民の皆様のご意見を

伺う機会を設けながら、皆様のご意見も反映しながら、

また、事業についてご理解いただけるよう努めてまいり

ます。 

さらに、水道以外で、沢水の使用に関する情報を収集

し、影響がない、又は、できる限り影響を低減できる計

画としていきたいと考えています。なお、ご意見をいた

だいた方の懸念が解消されるよう、個別に協議を行って

まいります。 

6 

 

■造成工事や作業用道路等の開発行為による環境への

影響が心配されます。特に河川への影響が予想されま

す。濁度（渇水）の発生しない（極力）工法等にご配慮

お願いします。長期間のこれ等の事象は単に魚類だけ

ではなく水生生物、植物等に多大な影響を及ぼすこと

が多いので細心の注意をお願いします。又、工事にあた

りましては、関係漁協とも協議をお願いします。 

ご意見をいただきました河川への影響並びにこれに

伴う水生生物、植物等の影響のご懸念につきましては、

真摯に受け止め、今後の事業計画の検討を進める必要が

あると認識しています。 

造成工事や作業用道路等の開発行為による環境への

影響をできる限り回避又は低減するため、今後、現地調

査を行い、その結果を踏まえ、予測、評価を適切に行い

ます。環境保全措置としては、仮設沈砂池の設置などを

想定しており、これらの措置により影響の低減に努めま

す。また、これらの結果については、準備書段階でご説

明させていただくとともに、今後も住民の皆様のご意見

を伺う機会を設けながら、皆様のご意見も反映しなが

ら、また、事業についてご理解いただけるよう努めてま

いります。さらに、工事の実施にあたっては、関係漁協

とも協議していきます。 
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№ 一般の意見の概要 事業者見解 

【動植物・生態系】 

7 ■意見は要約しないこと 

意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこと。 

要約することで貴社の作為が入る恐れがある。 

事業者見解には、意見書を全文公開すること。 また

同様の理由から、以下に続く意見は 「ひとからげ」に

回答せず、「それぞれに回答すること」。 さらに本意見

書の内容について 「順番を並び替えること」も認めな

い。 

 ご意見のとおり、いただいたご意見は要約せず記載し

ました。 

8 ■コウモリ類の保全措置として「稼動制限」を実施して

欲しい 

国内の風力発電施設において、 バットストライクが

大量に発生している。 例えば、貴社の事業地である上

ノ国ウィンドファームでは、わずか 1 か月の間にバッ

トストライクが 8 個体（コヤマコウモリ 5 個体、ヒナ

コウモリ 3 個体）も確認されている。バットストライ

クは不確実性を伴う事象ではなく、確実に生じる影響

と捉えるべきである。 

国内では、すでに多くの風力発電事業者が、コウモリ

類の保全措置としてフェザリング（風力発電機のブレ

ードを風と並行にして回転を止めること）やカットイ

ン風速（発電を開始する風速）を上げるなどの稼働制限

を行うことを表明した。 

本事業においても「カットイン風速の値を上げるこ

と及びフェザリング」という環境保全措置を「コウモリ

を殺す前から」実施していただきたい。これについて事

業者の見解及びその根拠を丁寧に述べよ。 

当社、上ノ国ウィンドファームの事例については社内

でも確認しております。 

こういった事例や、今後の現地調査結果等、並びに、

最新の知見や専門家等のご助言も踏まえながら、また、

いただきましたご意見も参考に、具体的な環境保全措置

の検討を行います。 

9 ■コウモリの保全措置（低減措置）は「カットイン風速

の値を上げること及びフェザリング」が現実的 

「コウモリの活動期間中にカットイン風速（発電を

開始する風速）の値を上げること及び低風速時にフェ

ザリング（風力発電機のブレードを風に対して並行に

し回転を止めること）を行うこと」がバットストライク

を低減できる、「科学的に立証された保全措置※」であ

る。よって、必ず実施して頂きたい。これについて事業

者の見解及び実施しない合理的根拠を丁寧に述べよ。 

※Effectiveness of Changing Wind Turbine Cut- in

 Speed to Reduce Bat Fatalities at Wind Faciliti

es Final Report, Edward B. Arnett and Michael Sc

hirmacher. 2010 

具体的な環境保全措置については、今後の現地調査結

果を踏まえ、専門家等にご助言をいただきながら、検討

を行います。 

 

10 

 

■環境保全措置は「コウモリを殺す前から実施してほ

しい」 

大臣、知事、本事業者である「電源開発株式会社」及

び委託先の「アジア航測株式会社」は「環境影響を可能

な限り回避・低減すべく環境保全措置を実施する（させ

る）」つもりが本当にあるのだろうか？ 

上記のコウモリの保全措置（「カットイン風速の値を

上げること及び低風速時のフェザリング」)について

は、 「事業者が実施可能」かつ「最新の知見に基づい

た」コウモリ類への環境保全措置である。よって「コウ

モリを殺す前」、すなわち「事後調査の前から」必ず実

施して頂きたい。 

具体的な環境保全措置については、今後の現地調査結

果を踏まるとともに、専門家等にご助言をいただきなが

ら、必要と判断される対応を行っていくものと考えてお

ります。 

そのため、まずはしっかり調査することが必要と考え

ていますが、具体的な環境保全措置については、いただ

きましたご意見も参考に、検討を行います。 

11 ■本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイン

風速以下であってもブレードは回転するのか？ 

具体的な風力発電機の機種は現時点では未定ですが、

カットイン風速以下の場合もブレードは回転するもの

になると考えています。 

12 ■本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイン

風速を任意に変更できるのか？ 

具体的な風力発電機の機種は現時点では未定ですが、

カットイン風速については、メーカー仕様で定められて

いるため、任意に変更することはできません。 

13 ■本事業で採用する予定の風力発電機は、弱風時にフ 具体的な風力発電機の機種は現時点では未定ですが、



－6－ 

№ 一般の意見の概要 事業者見解 

ェザリング（風力発電機のブレードを風に対して並行

にし回転を止めること）を実行できるのか？ 

一般的に弱風時のフェザリングは実行可能となります。 

 

14 

 

■「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実施しないの

は「不適切」 

国内の風力発電施設において、バットストライクが

多数生じ、コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国

内の風発事業者の中に「影響の程度（死亡する数）が確

実に予測できない」ことを根拠に、適切な保全措置を実

施（検討さえ）せず、事後調査に保全措置を先送りする

事業者が散見される。 

定性的予測であれば、国内外の風力発電施設におい

てバットストライクが多数発生しており、『コウモリ類

への影響はない』『コウモリ類への影響は極めて小さ

い』とは言い切れない。つまり、アセス省令による「環

境保全措置を検討する」段階にすでに入っているとい

うことだ。 よって、本事業者らの課題は、「死亡する

コウモリの数」を「いかに不確実性を伴わずに正確に予

測するかではなく、「いかにコウモリ類への影響を回

避・低減するか」である。そのための調査を準備書まで

に実施して頂きたい。 

よって、本事業者らの課題は、「死亡するコウモリの

数」を「いかに不確実性を伴わずに正確に予測するかで

はなく、「いかにコウモリ類への影響を回避・低減する

か」である。そのための調査を準備書までに実施して頂

きたい。 

ご意見をいただいたとおり、環境影響評価の目的は、

本事業の影響の程度を把握した上で、コウモリ類への影

響の回避・低減することであると考えます。 

そのため、専門家等のご助言もいただきながら、調査、

予測及び評価を行ってまいります。 

15 ■専門家へのヒアリング年月日が記載されていない。 

専門家ヒアリングは適切な時期に実施するべきだ

が、年月日が記載していなければ適切な時期にヒアリ

ングを実施したのか閲覧者は判断できない。よってヒ

アリング年月日を記載するべきではないのか。 

専門家ヒアリングは、方法書作成の段階で実施しまし

た。 

準備書段階では、ヒアリングの実施年月日を記載しま

す。 

16 ■ヘテロダイン方式について説明せよ 

 一般の者にわかるよう、『地上からのヘテロダイン式

バットディテクター調査』により、『バットストライク

を定量的に予測した』という科学論文を明記せよ。もし

明記できないのであれば、そのような手法を、「本事業

で採用した科学的根拠」及び「最新の知見に伴わない根

拠」を「丁寧に」述べよ。 

風力発電機設置位置周辺におけるコウモリ類の飛翔

の有無を確認することを目的として、比較的ノイズが少

なく、感度が高いヘテロダイン方式のバットディテクタ

ーを利用することを考えております。また、専門家等か

らのご助言を踏まえて、バットディテクターによる調査

では種までの同定が困難であることから、捕獲により、

種を同定するよう考えております。 

なお、ヘテロダイン方式では、設定した狭い周波数帯

にしか反応しないため、設定した周波数帯以外の超音波

を発するコウモリを見逃す可能性があります。そのた

め、複数台のバットディテクターを用意し、代表的な周

波数帯を複数設定して調査を実施することを考えてお

ります。 

17 

 

■「コウモリの飛翔高度調査を行わない」合理的根拠を

述べよ 

P286 事業者は「バットディテクターの探知距離は短

く、地上からの調査ではブレードの回転範囲のコウモ

リの音声はほとんど探知できない、自動録音バットデ

ィテクターによる高高度調査を実施するべきだ」とい

う一般の意見に対し、「方法書作成に当たっては、コウ

モリ類専門家等にヒアリングを行い、地域のコウモリ

類の状況や調査手法等についてご助言を頂き、第 6 章

に記載しました。今後の手続きにおいても、専門家等の

ご助言を頂きながら、調査、予測及び評価を行います」

と見解を述べている。 

そこで第 6章（P228）の『博物館学芸員（高知県、愛

媛県、哺乳類、両生類、爬虫類）』の意見を見ると、「高

高度調査が不要」や「ヘテロダインが必要」などの意見

はまったく記載していない。「この P228 専門家等の意

風力発電機設置位置周辺におけるコウモリ類の飛翔

の有無を確認することを目的として、比較的ノイズが少

なく、感度が高いヘテロダイン方式のバットディテクタ

ーを利用することを考えております。また、コウモリ類

の飛翔が確認された場合、バットディテクターによる調

査では種までの同定が困難であることから、捕獲によ

り、種を同定するよう考えております。 

なお、いただきましたご意見を踏まえ、高高度を飛翔

するコウモリ類の調査については、対象事業実施区域の

コウモリ類の既存資料調査結果等の状況から実施しな

いこととしておりますが、いただきましたご意見を踏ま

えて、風況観測ポールにフルスペクトラム方式の自動録

音タイプのバットディテクターを高さ別に設置して行

う調査を検討します。なお、具体的な調査方法について

は、専門家等にご助言をいただきながら、検討を行い実

施します。 
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見を踏まえて、どのような科学的根拠により、フルスペ

クトラムバットディテクターによる飛翔高度調査を実

施しないという結論に至ったのか」を合理的かつ丁寧

に記載すること。 

18 ■環境保全への意見を軽視している 

配慮書への一般意見では「コウモリ類の調査手法に

ついて高高度調査をするよう」要望している。しかし、

事業者はその意見を検討せずに無視した。コウモリ類

の調査手法、調査機材、予測手法の選定にあたり、「一

般意見を反映しなかった」合理的根拠を述べよ。特に、

本事業者及び委託先は、一般意見や環境保全を軽視す

る傾向があり、その姿勢は「適切とは言えない」。 

配慮書へいただいた意見については、すべて確認、検

討させていただき、方法書を作成しております。 

コウモリ類に係る具体的な調査方法については、専門

家等にご助言をいただきながら、検討を行い実施しま

す。 

なお、いただきましたご意見を踏まえ、高高度を飛翔

するコウモリ類の調査については、対象事業実施区域の

コウモリ類の既存資料調査結果等の状況から実施しな

いこととしておりますが、いただきましたご意見を踏ま

えて、風況観測ポールにフルスペクトラム方式の自動録

音タイプのバットディテクターを高さ別に設置して行

う調査を検討します。なお、具体的な調査方法について

は、専門家等にご助言をいただきながら、検討を行い実

施します。 

19 ■「バットストライクに係る予測手法」について経済産

業大臣に技術的な助言を求めること 

 「既に得られている最新の科学的知見」によれば、バ

ットストライクに係る調査・予測手法は欧米では確立

されている技術である。事業者がヒアリングしたとい

う専門家等が、仮に「地域のコウモリ相について精通」

していたとしても、「バットストライクの予測」に関し

ては、適切なアドバイスができるという客観的証拠は

何もない。特に、本事業者「電源開発株式会社」の委託

先である「アジア航測株式会社」が、ここ 3年間に提出

した環境影響評価図書をすべてみたが、『地上からのヘ

テロダインバットディテクター調査』による調査結果

及び予測は、主観的で非科学的な記載であり、本事業者

及び委託先が本事業において「実績のある専門家等に

聞いた」、「コウモリ類について適切に影響予測する」等

と主張したところで、残念ながら信用することはでき

ない。よって本事業は環境影響評価法第十一条第 2 項

に従い、経済産業大臣に対し、「バットストライクに係

る予測手法」について「科学的な助言を記載した書面」

の交付を求めるべきだと強く意見する。事業者の見解

及び反対する合理的根拠を述べよ。 

風力発電機設置位置周辺におけるコウモリ類の飛翔

の有無を確認することを目的として、比較的ノイズが少

なく、感度が高いヘテロダイン方式のバットディテクタ

ーを利用することを考えております。また、コウモリ類

の飛翔が確認された場合、バットディテクターによる調

査では種までの同定が困難であることから、捕獲によ

り、種を同定するよう考えております。 

なお、いただきましご意見を踏まえ、高高度を飛翔す

るコウモリ類の調査については、対象事業実施区域のコ

ウモリ類の既存資料調査結果等の状況から実施しない

こととしておりますが、いただきましたご意見を踏まえ

て、風況観測ポールにフルスペクトラム方式の自動録音

タイプのバットディテクターを高さ別に設置して行う

調査を検討します。また、予測についてもこの調査結果

を踏まえて、実施を検討します。なお、具体的な調査方

法等については、専門家等にご助言をいただきながら、

検討を行い実施します。 

20 ■コウモリの飛翔高度調査の必要性について 1 

 バットディテクターの探知距離は短く、地上からで

は高空、つまりブレードの回転範囲の音声はほとんど

探知できない。事業者が委託した調査会社によると「1

50m 程度の離れた場所での探知実績がある」そうだが

（平成 30 年度第 10 回北海道環境影響評価審議会、資

料 3-1 新苫前ウィンビラ発電所（仮称）環境影響評価

準備書－質問事項（3 次）及びその事業者回答.p26/54

 （http://www.pref.hokkaido.jp/ks/ksk/assesshp/s

ingikai/2-1-3-3_H30-7-shiryou3-1.pdf）、それはヒナ

コウモリやヤマコウモリなど 20kHz 前後の声を出す種

に限定した話であり、45kHz前後の超音波を出すコウモ

リ類であれば 20m 程度、ウサギコウモリやコテングコ

ウモリなどであれば 6m程度が探知限界距離となる（例

えば http://www.users.globalnet.co.uk/~courtpan/s

ounds.htmなどにも探知限界距離が載っている）。なお、

探知限界距離は、バットディテクターの機種により多

少の差があるが、そもそも超高音波は空中で減衰しや

すいので遠くまで届かない。よって、「ヘテロダインだ

いただいた意見は参考とさせていただきます。 

高高度を飛翔するコウモリ類の調査については、対象

事業実施区域のコウモリ類の既存資料調査結果等の状

況から実施しないこととしておりますが、いただきまし

たご意見を踏まえて、風況観測ポールにフルスペクトラ

ム方式の自動録音タイプのバットディテクターを高さ

別に設置して行う調査を検討します。なお、具体的な調

査方法については、専門家等にご助言をいただきなが

ら、検討を行い実施します。 
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から感度が良い」などという主張も早まった考えであ

る。 

 上記の理由により、「地上からのバットディテクター

調査」では、ブレード回転範囲のコウモリ類の動態をほ

とんど把握できないので、風力発電事業の影響予測に

おいて、風況観測塔に自動録音バットディテクターを

設置することが必須となる。この意見内容を熟読し、そ

れでも本事業者である電源開発株式会社及び委託先の

アジア航測株式会社が「飛翔高度調査を実施しない」な

らば、その合理的根拠を「丁寧に」述べよ。 

21 ■コウモリ類の飛翔高度調査の必要性について 2 

上記について事業者は、「バットストライクのリスク

が高いコウモリ（20kHz前後の声を出すコウモリ類）を

調査対象としているので、地上からのヘテロダイン調

査でも問題がない」などと主張すると思うが、アブラコ

ウモリやユビナガコウモリなど、「20kHz 前後の超音波

を出す種以外のコウモリ類」についても、国内の風力発

電施設で多数死んでいるのが確認されている（*）。 

*平成 28年度～平成 29年度成果報告書 風力発電等導

入支援事業 環境アセスメント調査早期実施実証事業

 環境アセスメント迅速化研究開発事業（既設風力発

電施設等における環境影響実態把握Ⅰ報告書）NEDO,20

18 

ご指摘いただいた事実は確認しております。ヘテロダ

イン方式を採用した調査においては、ご意見にある 20k

Hz 前後だけでなく、複数の周波数帯を設定いた調査を

検討しております。また、専門家等からのご助言を踏ま

えて、バットディテクターによる調査では種までの同定

が困難であることから、捕獲により、種を同定するよう

考えております。 

22 ■コウモリ類の飛翔高度調査の必要性について 3 

上記について事業者は、「バットストライクのリスク

が高いコウモリ（20kHz前後の声を出すコウモリ類）を

調査対象としているので、地上からのヘテロダイン調

査でも問題がない」などと主張すると思う。 

しかし「バットストライクのリスクが高いコウモリ

を調査対象種としているので、地上からのヘテロダイ

ン調査でも問題ない」という主張は、「バットストライ

クの可能性の高い種（ハイリスク種）」を地上からヘテ

ロダインで調査すれば、それ以外の種（アブラコウモリ

属、ホオヒゲコウモリ属、ユビナガコウモリ属、ウサギ

コウモリ属、テングコウモリ属など）についてはブレー

ド回転範囲の調査をしなくてもよい」という主張が隠

れている。 

ヘテロダイン方式を採用した調査においては、ご意見

にある 20kHz 前後だけでなく、複数の周波数帯を設定

いた調査を検討しております。また、専門家等からのご

助言を踏まえて、バットディテクターによる調査では種

までの同定が困難であることから、捕獲により、種を同

定するよう考えております。 

23 ■コウモリ類の飛翔高度調査の必要性について 4 

上記について事業者は、「バットストライクのリスク

が高いコウモリ(20kHz 前後の声を出すコウモリ類）を

調査対象としているので、 地上からのヘテロダイン調

査でも問題ない」などと主張すると思う。 

しかし、そもそも「バットストライクのリスクが高い

か低いか」は、重点化した現地調査を踏まえて 「立証

するべき結論」であり、それ（バットストライクのリス

クが高いか低いかという立証すべき結論）自体が 「調

査対象種、 調査機材及び調査手法の選定根拠」にはな

りえない。 

方法書に記載した調査方法は、特定の種を対象とした

調査方法を記載したのではなく、コウモリ類の現況にお

ける生息状況を把握するために実施する調査方法とし

ております。そのため、ヘテロダイン方式を採用した調

査においては、ご意見にある 20kHz前後だけでなく、複

数の周波数帯を設定した調査を検討しております。ま

た、専門家等からのご助言を踏まえて、バットディテク

ターによる調査では種までの同定が困難であることか

ら、捕獲により、種を同定するよう考えております。 

24 ■コウモリ類の飛翔高度調査の必要性について 5 

上記について事業者は、「バットストライクのリスク

が高いコウモリ(20kHz 前後の声を出すコウモリ類）を

調査対象としているので、 地上からのヘテロダイン調

査でも問題ない」などと主張すると思う。 

「バットストライクのリスクが高いコウモリを調査

対象種としているので、 地上からのヘテロダイン調査

でも問題ない」という主張は、「これから立証するべき

結論」が、「調査手法選定の根拠」になっている。これ

は循環論法であり、「問題ない」とは言い切れない。 

方法書に記載した調査方法は、特定の種を対象とした

調査方法を記載したのではなく、コウモリ類の現況にお

ける生息状況を把握するために実施する調査方法とし

ております。そのため、ヘテロダイン方式を採用した調

査においては、ご意見にある 20kHz前後だけでなく、複

数の周波数帯を設定いた調査を検討しております。ま

た、専門家等からのご助言を踏まえて、バットディテク

ターによる調査では種までの同定が困難であることか

ら、捕獲により、種を同定するよう考えております。な

お、具体的な調査方法については、専門家等にご助言を

いただきながら、検討を行います。 
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25 ■コウモリ類の飛翔高度調査の必要性について 6 

本事業者の他事業である「南愛媛第二風力発電事業

（仮称）」においては「バットディテクターによる無人

記録（フルスペクトラムバットディテクターによる飛

翔高度調査）」を行っている（「南愛媛第二風力発電事業

（仮称）」の委託先は「建設環境研究所」であり本件と

は別の委託会社だ）。ではなぜ、本事業においては「地

上からのヘテロダイン調査」へと「退化」（これは 20年

前の古典的手法だ）したのか、根拠が理解できない。本

事業者の委託先である「アジア航測株式会社」は「調査

費用がかかるからコウモリ調査の重点化をしない、金

をケチって手抜き調査を繰り返す悪徳業者」ではない

はずだ。ならば 「古典的手法に退化した」合理的根拠

を（「専門家等の指示」とした言い訳を使わず）、 事業

者自身の言葉で「丁寧」に述べよ。 

風力発電機設置位置周辺におけるコウモリ類の飛翔

の有無を確認することを目的として、比較的ノイズが少

なく、感度が高いヘテロダイン方式のバットディテクタ

ーを利用することを考えております。また、バットディ

テクターによる調査では種までの同定が困難であるこ

とから、捕獲により、種を同定するよう考えております。 

なお、いただきましたご意見を踏まえ、高高度を飛翔

するコウモリ類の調査については、対象事業実施区域の

コウモリ類の既存資料調査結果等の状況から実施しな

いこととしておりますが、いただきましたご意見を踏ま

えて、風況観測ポールにフルスペクトラム方式の自動録

音タイプのバットディテクターを高さ別に設置して行

う調査を検討します。なお、具体的な調査方法について

は、専門家等にご助言をいただきながら、検討を行い実

施します。 

26 ■「回避」と「低減」の言葉の定義について 

事業者らは『「影響の回避」と「影響の低減」の言葉

の定義を本当に理解しているのか』という一般の意見

に対し、「〇回避 行為の全体又は一部を実行させない

ことによって影響を回避すること」、「〇低減 何らか

の手段で影響要因又は影響の発現を最小限に抑えるこ

と」と述べた。事業者の回答によれば「ライトアップを

しない」ことは「影響の回避」であり、「低減」ではな

い。事業者の見解及び反論する根拠を述べよ。 

具体的な環境保全措置については未定であり、本事業

において「ライトアップをしない」ことを採用するかに

ついても、今後の現地調査結果を踏まえ、専門家等にご

助言をいただきながら、検討を行うこととなります。仮

に、採用する場合には、ご意見を踏まえて、その位置づ

けについても合わせて、検討します。 

27 ■回避措置（ライトアップアップの不使用）について 

ライトアップをしていなくてもバットストライクは

発生している。 

これについて事業者は 「ライトアップアップをしな

いことにより影響はある程度低減できると思う」など

と主張すると思うが、「ある程度は低減できると思う」

という主張は事業者の主観に過ぎない。これについて

事業者の見解及びその根拠を述べよ。 

具体的な環境保全措置については未定であり、本事業

において「ライトアップをしない」ことを採用するかに

ついても、今後の現地調査結果を踏まえ、専門家等にご

助言をいただきながら、検討を行うこととなります。仮

に、採用する場合には、ご意見を踏まえて、その位置づ

けについても合わせて、検討します。 

28 ■ 回避措置（ライトアップアップの不使用）について 

ライトアップをしていなくてもバットストライクは

発生している。ライトアップは昆虫類を誘引するが、だ

からといって「ライトアップをしないこと」により「コ

ウモリ類の誘引を完全に『回避』」できるわけではない。

完全に『回避』できないのでバットストライクという事

象、つまり「影響」が大量に発生している。アセスメン

トでは影響が『回避』できなければ『低減』するのが決

まりである。よって、コウモリ類について影響の『低減』

措置を追加する必要があると思うが、事業者の見解及

びその根拠を述べよ。 

ご意見のとおり、今後の現地調査の結果、並びに予測

及び評価の結果を踏まえて、適切な環境保全措置の検討

が必要と認識しています。一方で、現時点では具体的な

環境保全措置については未定であり、今後の現地調査結

果を踏まえ、専門家等にご助言をいただきながら、でき

る限りの影響の回避又は低減に資するよう検討を行い

ます。 

29 ■コウモリ類の保全措置（回避）について 

樹林内に建てた風車や、樹林（林縁）から 200m以内

に建てた風車は、バットストライクのリスクが高いこ

とが、これまでの研究でわかっている。低空（林内）を

飛翔するコウモリでさえ、樹林（林縁）から 200m以内

ではバットストライクのリスクが高くなる。よって、風

力発電機は樹林から 200m以上離すべきだと思うが、こ

れについて事業者の見解及び実施しない根拠を述べ

よ。 

本事業は尾根部に風力発電機を設置する事業であり、

当該地は樹林となります。樹林から 200ｍの距離を確保

すると事業として成立しないこととなります。また、現

時点では、具体的な環境保全措置については未定であ

り、今後の現地調査結果を踏まえ、専門家等にご助言を

いただくとともに、いただきましたご意見も参考にさせ

ていただきながら、検討を行います。 

30 ■「ライトアップをしないことによりバットストライ

クを低減できる」とは書いていない 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための

手引」には「ライトアップをしないことによりバットス

トライクを低減できる」とは書いていない。同手引きの

P3-110～111 には「カットイン風速をあげることで、

衝突リスクを低下させることができる」と書いてある。

ご指摘いただいた事実は確認しております。 

具体的な環境保全措置については未定であり、今後の

現地調査結果を踏まえ、専門家等にご助言をいただきな

がら、検討を行います。 
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研究で「カットインをあげること」がバットストライク

を低減する効果があることが「すでに」判明している

が、事業者は認識しているのか見解を述べよ。 

(Effectiveness of Changing Wind Turbine Cut-in S

pe0d to Reduce Bat Fatalities at Wind Facilities

 Final Report,Edward B. Arnett and Michael Schir

macher.2010) 

31 ■コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実

施すること 

上記について事業者は、「国内におけるコウモリの保

全事例数が少ないので、（カットイン風速＝発電を開始

する風速の値を上げる）保全措置は実施しない（事後調

査の後まで先延ばしにする）」といった回答をするかも

しれないが、環境保全措置は安全側にとるべきだ。保全

措置は「コウモリを殺すまで」後回しにせず、「コウモ

リを殺す前」から実施することが重要であると思うが、

事業者の見解及びその根拠を述べよ。 

ご意見をいただいたとおり、環境影響が大きいと判断

される場合には、適切に環境保全措置を講じる必要があ

ると考えます。具体的な環境保全措置については未定で

あり、今後の現地調査結果を踏まえ、専門家等にご助言

をいただきながら、検討を行います。 

32 ■コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実

施すること 2 

そもそも「コウモリに影響があることを知りながら

適切な保全措置をとらない」のは、未必の故意、つまり

「故意にコウモリを殺すこと」に等しいことを先に指

摘した。仮に「適切な保全措置を実施しないでコウモリ

を殺してよい」と主張するならば、自身の企業倫理及び

法的根拠を必ず述べるように。 

環境影響が大きいと判断される場合には、適切に環境

保全措置を講じる必要があると考えます。具体的な環境

保全措置については未定であり、今後の現地調査結果を

踏まえ、専門家等にご助言をいただきながら、検討を行

います。 

33 ■コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」実

施すること 3 

上記について事業者は「実際に何個体死ぬか仕組み

がよくわからないから（適切な保全措置をせずに）事後

調査して、本当に死んだらその時点で保全措置を検討

する」などと論点をすり替えるかもしれないが、それは

「事後調査」という名目の「実証実験」である。身勝手

な「実験」でコウモリを殺してはいけない。保全措置と

は「コウモリを殺す前」から安全側で実施する行為であ

ると思うが、事業者の見解及び反対する根拠を述べよ。 

環境影響が大きいと判断される場合には、適切に環境

保全措置を講じる必要があると考えます。具体的な環境

保全措置については未定であり、今後の現地調査結果を

踏まえ、専門家等にご助言をいただきながら、検討を行

います。 

34 ■P3-32事業地には高知大学演習林があり、図 3.2-7内

には付属施設があるが示されておらず、予測対象で

もない。事業が教育施設を損なうのではないか？ 

ご意見をいただいているとおり、対象事業実施区域内

に高知大学の演習林が分布することは認識しており、高

知大学とも本事業についての協議を進めており、風力発

電機等の設備の設置は基本的に行わない考えです。一方

で、演習林区域周辺で事業は実施することとなるため、

今後も継続的に協議を行っていきたいと考えています。 

35 ■事業地では天然記念物ヤマネが大学や県内研究者

（動物園関係）により確認されている。天然記念物に対

する現状改変行為に事業があたるのではないか？ 

対象事業実施区域及びその周囲での天然記念物ヤマ

ネの確認情報があるというだけでは、本事業が天然記念

物に対する現状改変行為に該当することはありません。 

一方で、専門家等へのヒアリングにより対象事業実施

区域及びその周囲でのヤマネの生息の可能性を認識し

ています。そのため、専門家等のご助言を踏まえ、調査

手法は、ヤマネも対象とした内容としています。 

今後、現地調査を行い、その結果を踏まえ、専門家等

にご助言をいただきながら、適切に環境保全措置を検討

していきます。また、現状変更行為にあたる場合は、高

知県教育委員会の指導を受けながら適切な対応を行っ

ていきます。 

36 ■P6-11 表 6.2-3累積的影響について「影響の検討有

無は今後の現地調査結果等を踏まえて検討する」と

あるが、直ちに検討すべき。日本野鳥の会高知支部で

は特にサシバの県内渡りルートを国内でも重要なル

ートと認識しており、事業地付近でも多数が記録さ

れることがあり、累積影響の検討必要である。 

希少猛禽類の渡りについては、専門家等へのヒアリン

グの結果、主要な渡りルートは対象事業実施区域の南方

とのご意見もいただいています。まずは、対象事業実施

区域及びその周囲の渡りの状況を把握した上で、専門家

等にご助言をいただきながら、累積的影響の検討につい

て、判断します。 
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37 ■ P6-12 博物館職員への意見聴取。チチブコウモリ

の文章がおかしい。 

方法書では、「高知県香美市と愛媛県石鎚山系」と記

載すべきところ、「高知県香美市の愛媛県石鎚山系」と

記載に誤りがありました。準備書以降の手続きにおい

て、誤字の修正を行います。 

38 ■P6-33～P6-37 表 6.3.9 調査、予測及び評価の手法

（動物） 

選定理由について『「発電所マニュアル」「河川水辺マ

ニュアル」等に示された一般的な手法とした』とある

が、特に飛翔性動物の風力発電施設存在時の予測、評価

に係る調査としては適さず不十分である。コウモリに

ついては、活動量把握が必要で、基本的な手法は Euro

bats(2014)Guidlines for considerations of Bats i

n Wind Farm projects Rev 2014に従うべき。音声調

査については環境アセスメント協会 JEAS NEWS 154号

 福井大博士の記事を参考にし、博士にも手法につい

て意見聴取すべき。 

調査手法については、専門家等にご助言をいただいた

上で、検討したものとなります。 

いただいた意見は参考にさせていただきます。 

なお、具体的な調査方法、予測及び評価については、

専門家等にご助言をいただきながら、検討を行います。 

39 ■P6-38 予測及び評価手法には、定量的あるいは数量

的基準などを設定し、論理の明白さを持って行われる

ように期待します。 

ご意見を踏まえ、できる限り分かりやすい予測及び評

価となるよう、専門家等のご助言も踏まえながら、検討

を行います。 

40 ■表 6.3-9コウモリの調査手法について 1 

バットディテクターはヘテロダイン式ではなく、タ

イムエクスパンジョン式の使用が必要。事業者は 4 周

波数帯で調査を行うとしているが、ヘテロダイン式で

は音声構造がわからない、例えば希少種を多く含む広

帯域の音声を発するコウモリの音声があった場合、ヘ

テロダイン式では、広帯域音声なのか、狭帯域でハーモ

ニクスが存在するのか不明である。他にも問題が多く、

ヘテロダイン式のディテクター使用は補助的使用にす

べき。 

風力発電機設置位置周辺におけるコウモリ類の飛翔

の有無を確認することを目的として、比較的ノイズが少

なく、感度が高いヘテロダイン方式のバットディテクタ

ーを利用することを考えております。また、専門家等か

らのご助言を踏まえて、バットディテクターによる調査

では種までの同定が困難であることから、捕獲により、

種を同定するよう考えております。 

41 

 

■35. 表 6.3-9コウモリの調査手法について 2 

本事業はハブ高 80m、ブレード上端 120m を予定して

いるが、コウモリ類調査では地表付近を対象にした調

査手法で不十分である。気象観測塔上部、中部、下部に

録音装置を付けて、長期の活動量を記録する手法が四

国でも他事業者はアセスメントで行っており、本事業

者も行うべきである。複数地点実施が必要である。 

高高度を飛翔するコウモリ類の調査については、対象

事業実施区域のコウモリ類の既存資料調査結果等の状

況から実施しないこととしておりますが、いただきまし

たご意見を踏まえて、風況観測ポールにフルスペクトラ

ム方式の自動録音タイプのバットディテクターを高さ

別に設置して行う調査を検討します。なお、具体的な調

査方法については、専門家等にご助言をいただきなが

ら、検討を行います。 

42 ■ 表 6.3-9 コウモリの調査手法について 3  P6-37

哺乳類（コウモリ）調査時期 

年 4 回、各数日の調査では、まだ不明が多いコウモ

リの移動時期等を取りもらす可能性がある。高知県内

は先日事業地よりも低い山地森林で希少性のモリアブ

ラコウモリが記録されており、事業地でも生息の可能

性がある。また、高知県では年間を通してコウモリの活

動がある可能性がある。数週間程度を単位とするよう

な音声モニタリングによるコウモリの活動量調査が通

年必要である。四国内でもアセスメント事業において

実施されている事業もあり、地元住民としてはないが

しろにして欲しくないと感じる。 

高高度を飛翔するコウモリ類の調査については、対象

事業実施区域のコウモリ類の既存資料調査結果等の状

況から実施しないこととしておりますが、いただきまし

たご意見を踏まえて、風況観測ポールにフルスペクトラ

ム方式の自動録音タイプのバットディテクターを高さ

別に設置して調査を検討します。なお、調査時期を含め

具体的な調査方法については、専門家等にご助言をいた

だきながら、検討を行います。 

43 ■ 表 6.3-9 コウモリの調査手法について 4 表 6.3-9

ヘテロダイン方法のバットディテクターによる調査 

・タイムエクスパンション式にし、波型、周波数帯グル

ープで整理すべき。（JEAS NEWS 154参照） 

・「夜間に走行可能な林道において実施」とあるが、現

状で尾根付近事業地を広く走れる林道はないのでは

ないか？事業地に林道を設置してから実施のこと。  

高高度を飛翔するコウモリ類の調査については、対象

事業実施区域のコウモリ類の既存資料調査結果等の状

況から実施しないこととしておりますが、いただきまし

たご意見を踏まえて、風況観測ポールにフルスペクトラ

ム方式の自動録音タイプのバットディテクターを高さ

別に設置して行う調査を検討します。なお、具体的な調

査方法については、専門家等にご助言をいただきなが

ら、検討を行います。 

なお、「夜間に走行可能な林道において実施」につい

ては、尾根付近を通る作業道も確認しており、それらを
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利用した調査を想定しています。 

44 ■ 表 6.3-9コウモリの調査手法について 5コウモリ調

査の種の同定について 

 事業者は北海道で現在手続き中の（仮称）上ノ国第二

風力発電評価書において、調査で確認されたコヤマコ

ウモリ死体を準備書では不明種とし、一般・環境大臣意

見を聴取する手続きがない評価書において明らかにし

た。通常コウモリ類の同定は検索表が整理されており、

標本があれば同定は可能であり、不透明感を感じる。同

定にあたっては、標本や記録を残しながら透明性高く

適切に行ってほしい。法手続きに対する事業者の姿勢

が疑われるような例があると、地元住民としては厳し

い視線を持たざるを得ません。 

「（仮称）上ノ国第二風力発電事業 環境影響評価書」

での事例については、対象事業実施区域の位置する北海

道での確認記録がない種であったため、専門家等の助言

をいただきながら、慎重に種の同定を行ったため、時間

を要したものと認識しています。 

今後の捕獲調査に当たっては、個体を殺傷しないよう

に努めながら、記録に残すなど、透明性高く適切に調査

を行うように努めます。 

45 ■P7-10 表 7.1-2一般意見についての事業者見解 

事業者見解は一般意見を合理的に検討したことがわ

かるよう示すべき。 

 事業者見解については、いただいたご意見についてわ

かりやすい回答となる様に努めていますが、今回のご意

見を踏まえ、より分かりやすい記載となるよう努めま

す。 

46 ■欧米での風力発電アセスメントにおいて,最も影響

を受ける分類群として、コウモリ類と烏類が懸念され

ており(バット&バードストライク)、その影響評価等に

おいて重点化されている。 

国内でもすでに風力発電機によるバットストライク

が多数起きており、不確実性を伴うものではなく、確実

に起きる事象と予測して影響評価を行うべきである。 

このことを踏まえて環境保全の見地から、本方法書

に対して以下の通り意見を述べる。 

なお、本意見は要約しないこと。 

ご意見のとおり、いただいたご意見は要約せず記載し

ました。 

 

 

 

 

47 ■方法書においてコウモリ類についてのヒアリングを

行ったことは評価される。しかし、この専門家は風力ア

セスメントにおける最新の調査手法についての知見が

乏しい。方法書について意見を求めるには相応しくな

い。 

ヒアリングを行った専門家等は、対象事業実施区域と

その周囲のコウモリ相に精通した専門家を選出するた

め、高知県内での調査実績や論文実績に基づき人選を行

っております。風力アセスメントの最新の調査手法や解

析方法については、今後、必要に応じて、専門家等の追

加を検討します。 

48 ■P228 に「コウモリ類では、チチブコウモリが高知県

香美市の愛媛県石鎚山系で確認されており、」と記載さ

れているが意味不明である。なお、高知県では本川村

（現、いの町）が県初記録である。 

方法書では、「高知県香美市と愛媛県石鎚山系」と記

載すべきところ、「高知県香美市の愛媛県石鎚山系」と

記載に誤りがありました。準備書以降の手続きにおい

て、誤字の修正を行います。 

チチブコウモリの高知県の初記録の情報は参考とさ

せていただきます。 

49 ■P249 におけるコウモリ類調査手法として、なぜヘテ

ロダイン方式のバットディテクターを用いるのか。こ

の手法は数十年前の調査手法である。事業者およびコ

ンサルは最新の調査手法を率先して採用すべきではな

いのか。専門家はヘテロダイン方式を用いることは述

べていない。 

風力発電機設置位置周辺におけるコウモリ類の飛翔

の有無を確認することを目的として、比較的ノイズが少

なく、感度が高いヘテロダイン方式のバットディテクタ

ーを利用することを考えております。また、専門家等か

らのご助言を踏まえて、バットディテクターによる調査

では種までの同定が困難であることから、捕獲により、

種を同定するよう考えております。 

また、ご意見等を踏まえ、高高度を飛翔するコウモリ

類の調査については、対象事業実施区域のコウモリ類の

既存資料調査結果等の状況から実施しないこととして

おりますが、いただきましたご意見を踏まえて、風況観

測ポールにフルスペクトラム方式の自動録音タイプの

バットディテクターを高さ別に設置して行う調査を検

討します。なお、具体的な調査方法については、専門家

等にご助言をいただきながら、検討を行い実施します。 

50 ■P253 におけるコウモリ類のバットディテクターによ

る調査が、3季で各 1晩（おそらく数時間）しか設定し

ていない。この程度で高所飛翔状況が把握できるはず

もなく、予測評価などとてもできる内容ではない。な

ぜ、風力アセスではすでに一般的に行われている風況

風力発電機設置位置周辺におけるコウモリ類の飛翔

の有無を確認することを目的として、比較的ノイズが少

なく、感度が高いヘテロダイン方式のバットディテクタ

ーを利用することを考えております。また、専門家等か

らのご助言を踏まえて、バットディテクターによる調査
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観測塔等を用いて、ブレード回転域内を対象とした長

期間の音声録音を実施しないのか。理由を説明するこ

と。 

では種までの同定が困難であることから、捕獲により、

種を同定するよう考えております。 

また、ご意見等を踏まえ、高高度を飛翔するコウモリ

類の調査については、対象事業実施区域のコウモリ類の

既存資料調査結果等の状況から実施しないこととして

おりますが、いただきましたご意見を踏まえて、風況観

測ポールにフルスペクトラム方式の自動録音タイプの

バットディテクターを高さ別に設置して行う調査を検

討します。なお、具体的な調査方法については、専門家

等にご助言をいただきながら、検討を行い実施します。 

51 ■バットディテクターで得られた音声記録の解析に用

いる手法を記載すること。 

ヘテロダイン方式を採用した調査では、複数の周波数

帯での反応の有無により各周波数帯を発生するコウモ

リの飛翔を確認します。フルスペクトラム方式を採用し

た調査では、市販の音声解析ソフト（KaleidoscopePro

等）を用いて、スペクトラム画像の分析を行って、コウ

モリ類の分類を行います。 

上記の内容について、準備書において、追記を行いま

す。 

52 ■今後の準備書においてはコウモリ類の専門家の指導

を仰ぎ、コウモリ類についての十分な経験と知識を持

った者による適切な調査、予測評価、保全措置が行われ

ることを期待する。 

いただいた意見を踏まえ、専門家等にご助言をいただ

きながら、調査、予測評価、保全措置の検討を行ってい

きます。 
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［別紙 1］ 

日刊新聞紙における公告等 

 

高知新聞（令和元年 6月 25日 朝刊 22面） 
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［別紙 2］ 

電源開発株式会社ホームページにおけるお知らせ（１／２） 
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電源開発株式会社ホームページにおけるお知らせ（１／２） 
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高知県ホームページにおけるお知らせ（１/２） 
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高知県ホームページにおけるお知らせ（２/２） 

 

  



－19－ 

南国市役所ホームページにおけるお知らせ 

 

  



－20－ 

土佐町ホームページにおけるお知らせ 

 

 

 

 

  



－21－ 

本山町ホームページにおけるお知らせ 

 

  



－22－ 

大豊町ホームページにおけるお知らせ 
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［別紙 3］ 

ご意見記入用紙 
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［参考資料］ 

縦覧状況 

高知県庁林業振興･環境部環境共生課 南国市役所環境課 

  

香美市役所環境上下水道課 香美市役所 繁藤出張所 

  

土佐町役場（1階ロビー） 本山町役場政策企画課 

  

大豊町役場プロジェクト推進室  

 

 

 


	第1章　環境影響評価方法書の公告及び縦覧
	1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧
	(1) 公告の日
	(2) 公告の方法
	(3) 縦覧場所
	(4) 縦覧期間
	(5) 縦覧者数

	2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催
	3. 環境影響評価方法書についての意見の把握
	(1) 意見書の提出期間
	(2) 意見書の提出方法
	(3) 意見書の提出状況


	第2章　環境影響評価方法書の環境の保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解

